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2026 年 1 月 29 日、ベトナム政府は、環境保護法の詳細に関する 2022 年 1 月 10 日付政令第 08/2022/ND-CP 号

（2025 年 1 月 6 日付政令第 05/2025/ND-CP 号により改正・補足後の規定、08 号政令）を改正・補足する政令第

48/2026/ND-CP 号（本政令）を制定し、本政令は同日付で施行された。本稿では、本政令による 08 号政令の主な

改正点を紹介する。 

 

1. 投資プロジェクトの分類における規模の明確化 

本政令により、環境基準および投資プロジェクトの分類における投資プロジェクトの規模についての区分が明確

化された1。08 号政令では、プロジェクトが使用する土地面積および水面を伴う土地面積については、当該プロジ

ェクトの規模は「大規模」「中規模」「小規模」に分類されると規定するのみで、それぞれの区分に対する明確な数

値基準は定められていなかった2。これに対し、本政令では、以下のとおり、これらの区分に対応する土地使用面

積または水面使用面積の数値基準が明確化された3。 

 大規模： 使用面積 300 ヘクタール以上 

 中規模： 使用面積 50 ヘクタール以上 300 ヘクタール未満 

 小規模： 使用面積 50 ヘクタール未満 

 

2. 環境影響評価書作成に関する要件の追加 

本政令では、新たに、環境影響評価書の作成に関する要件が追加された。具体的には、段階的に実施されるプロジ

ェクトまたは複数の構成プロジェクトに分割されるプロジェクトの環境影響評価書作成に関する規定を以下のと

おり整備している4。 

 1 件の投資プロジェクトを複数の構成プロジェクトに分割することが認められている場合：環境影響評価の

対象となる環境基準を満たす構成プロジェクトごとに環境影響評価書を作成する。 

 環境影響評価の対象であり、段階的に実施される投資プロジェクトの場合：事業者は、▽投資段階ごとに環

境影響評価書を作成する方法、または▽プロジェクト全体について環境影響評価書を作成する方法、のいず

れかを選択することができる。 

これらの場合につき、投資プロジェクトの分類に用いる環境基準は、プロジェクト全体を基礎として判断さ

れる。 

 

3. 試運転を要しない廃棄物処理施設の追加規定 

 
1 48 号政令第 5 条 
2 08 号政令第 25 条 1 項 b 号 
3 48 号政令第 5 条 1 項 
4 48 号政令第 9 条 
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08 号政令では、試運転が不要とされる廃棄物処理施設として、▽鉱物採掘プロジェクトの沈殿池、▽排水処理シ

ステムの緊急池、▽処理設備を要しない特定の集じん・排ガス排出システム、▽現場内排水処理設備（浄化槽・グ

リーストラップ等）、▽発行済み環境許可から変更がないプロジェクトの廃棄物処理施設、▽処理後排水を環境へ

排出せず再利用・循環させる排水処理施設などの施設が含まれていた5。 

本政令はこれらに加えて、以下の施設を追加した6。 

 集中型排水収集・処理システムにつながる排水処理施設：対象となるのは、集中的な生産・事業・サービス

区域、工業クラスター、都市区域、集合住宅区域などの集中排水収集・処理システムに接続されるプロジェ

クトまたは施設の排水処理設備である。 

 処理能力が 5,000 m³/時未満の集じん・排ガス処理設備 

 

4. 複数の手続における処理期間の短縮 

本政令は、環境保護に関連する複数の行政手続について、従前の規定よりも処理期間を短縮する改正・補足を行

っている。主な改正内容は以下のとおりである。 

 環境モニタリングサービス活動適格証明書の発給手続：08 号政令では、審査手数料の受領日から 45 日以内

であったもの7が、本政令では、同日から 30 日に短縮された8。 

 環境モニタリングサービス活動適格証明書の修正手続：08 号政令では審査手数料受領日から 30 日以内であ

ったもの9が、本政令では、同日から 20 日以内に短縮された10。 

 ベトナム・エコラベル認証申請の処理手続：08 号政令では申請書類受領日から 5 日以内であったもの11が、

本政令では、同日から 4 日以内へと短縮された12。 

 ベトナム・エコラベル認証決定の再発行または撤回手続：08 号政令では認証決定の調整を求める書面の受領

日から 15 日以内であったもの13が、本政令では、同日から 10 日以内へと短縮された14。 

  

 
5 08 号政令第 31 条 
6 48 号政令第 11 条 1 項 
7 08 号政令第 93 条 3 項 c 号 
8 48 号政令第 26 条 
9 08 号政令第 94 条 4 項 c 号 
10 48 号政令第 27 条 
11 08 号政令第 147 条 
12 48 号政令第 29 条 1 項 
13 08 号政令第 148 条 
14 48 号政令第 30 条 
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ご質問は下記まで： 

[ ホーチミンオフィス ]  

岡田 英之 Hideyuki Okada/小林 亮 Ryo Kobayashi/野口 哲朗 Tetsuro Noguchi/Nguyen Thi Hong Phuc/Ha Minh 

Long/Bui Viet Anh/Le Dang Phuong Linh 

Tel: +84-28-6299-0666 

Email:  hochiminh@tmi.gr.jp  
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岡田 英之 Hideyuki Okada/小幡 葉子 Yoko Obata/Le Phuong Lan/Nguyen Thu Huyen/Le Duc Son/ Nguyen Thi Anh 

Phuong 

Tel: +84-24-3826-3826 
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